
● 助成までの流れ 工事の事前に大田区への申請、承認通知が必要です。お早めに事前相談お願いします。

不燃化特区制度を活用した

不燃化まちづくり助成事業のご案内

老朽建築物除却助成２

● 支援の内容

専門家派遣支援３

● 助成額

● 支援の対象

●戸建て等建替え促進助成 ●老朽建築物除却助成
●専門家派遣支援  ●不燃化特区支援税制（東京都）

上限額 １５０万円

大田区まちづくり推進部防災まちづくり課（市街地整備担当）

お問合せ先

〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話 03-5744-1338（直通）

大田区 東京都

不燃化特区では、東京都の支援を受け大田区が老朽建築物の除却や建替え等の費用を助成しています。

（令和12年度末終了予定）

１ 家屋に係る減税（建替えへの減税）

２ 土地に係る減税（老朽家屋除却への減税）

４ 不燃化特区支援税制（東京都）

区役所にご相談いた

だければ、相談内容
に応じた専門家を

無料で派遣しており
ます。

大田区公式ＰＲキャラクター

大田区 大森中地区（西糀谷・東蒲田・大森中）

大森中地区用

大森中地区を災害に強いまちにしていく特別な助成です

期間限定【2030（令和12）年度末】まで

ぜひこの機会に建替え等をご検討ください

古くなった建物をお持ちの方の建物除却（全部除却）を
支援し、不燃化を進めます。老朽建物の処分でお困りの
方は、お早めにお問合せください。

● 助成を受けられる方、除却建物の要件   次のア～ウ全て満たす方

ア 旧耐震基準（昭和56年５月31日までに建築）の木造建物を所有し除却する方
イ 除却工事発注者（申請者）は個人又は中小企業者 ウ 住民税などの滞納がないこと

次のア、イどちらか低い額
ア 建物の除却工事及び整地費用（実費）
イ 除却建物の延床面積から大田区が算定した金額

敷地が道路に接していないなど、建替え

に課題のある建物をお持ちの方に、大田区

が専門家（建築士、弁護士、税理士、不動

産鑑定士、土地家屋調査士等）を派遣し、

不燃化建替えにつなげます。

建替えでお困りの方はお問合せください。

地区内で建替えを希望しており、敷地などに
建替え課題がある方（大田区の事前認定が必要）

 建替え課題に応じた専門家の斡旋･派遣
 ※派遣費用は無料です

【お問合せ先】
大田都税事務所 電話 03-3733-2411 
（条件・必要書類・手続等）
※大田区での更地適正管理確認の手続き等
は、下のお問合せ先へ

令和８年３月作成
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不燃化特区での建替え・除却は

今がチャンスだぴょん‼

不燃化特区内で事業期間内に建替えした方、

建物を除却し更地で適正に管理する方に、東京

都の家屋・土地への固定資産税や都市計画税を

５年間減免する制度です。大田区の助成を受け

なくてもご利用可能です。

詳細はお近くの都税事務所にご確認ください。

増額!!



２ 建築設計･監理費
※( )内は中小企業等が設計・監理を行う場合の額

  計画建物（新築建物）の延床面積（１階～３階）から大田区が算定した金額を基準に、上限額
  までの範囲で助成します

  

１ 除却費

 次のア、イどちらか低い額
 ア 建物の除却工事及び整地費用（実費）

   イ 除却建物の延床面積から大田区が算定した金額

戸建て等建替え促進助成1

● 助成額

上限額 １５０万円
（参考）助成額のシミュレーション

〈地区内の平均的建物の場合〉

・除却建築物：延床面積 85㎡

・計画建物（準耐火）：延床面積 98㎡

・建築設計・監理を中小企業が行う

↓

１ 除却費 １５０万円

２ 建築設計･監理費 １００万円

◎合計助成額（１＋２） ２５０万円

大森中二丁目
(2、24)

大森中三丁目
(1、15-17、
19-36)

北糀谷二丁目(全域)

西糀谷一丁目(全域)

西糀谷二丁目
(1、17-20、
30、31)

西糀谷三丁目
(1、2、14、
26、27、44)

西糀谷四丁目(全域)

南蒲田一丁目
(7、8、13、
14、26)

東蒲田一丁目
(1-3、8-24)

東蒲田二丁目(全域)

※上記の街区の中でも
一部対象区域外の範囲
がありますので、詳細
はお問合せください。

【助成対象区域図】

下図の青線の範囲です

古くなった住宅をお持ちの方の戸建て建替えを
支援し、不燃化を進めます。建替えを計画されて
いる方は、お早めにお問合せください。

● 助成を受けられる方 次のア～エ全て満たす方

ア 古くなった住宅（耐用年数２／３超）を所有し建替える方
イ 建築主（申請者）は個人又は中小企業者
ウ 計画建物（新築建物）は販売目的ではない
エ 住民税などの滞納がないこと

● 建替えの要件 次のア～ウ全て満たす建替えに助成します

ア 耐火又は準耐火建築物への建替え
イ 戸建て（２世帯住宅含む）の住宅または店舗等への建替え
ウ 地区計画や条例に沿い、周囲の環境に調和した建物形状、外壁等色彩になっている

【耐用年数表】

※減価償却資産の耐用年数等に関する省令より

２世帯住宅もＯＫ

除却費 ＋ 建築設計･監理費 ＝  助成額

● 助成までの流れ 工事の事前に大田区への申請、承認通知が必要です。お早めに事前相談お願いします。

※共同住宅（単独所有者）への助成は令和４年３月で終了しました。

耐火の場合 最大 ３００万円

準耐火の場合 最大 ２５０万円

上限額 耐火建築物  ：１００万円（１５０万円）

 準耐火建築物： ５０万円（１００万円）

構 造 耐用年数

木 造 ２２年

鉄骨造（骨格材4mm超） ３４年

鉄骨造（骨格材3～4mm） ２７年

糀谷駅

蒲田二丁目

蒲田三丁目 東蒲田一丁目

東蒲田二丁目

大森中二丁目

大森中三丁目

北糀谷二丁目

西糀谷一丁目

西糀谷四丁目

西糀谷二丁目

西糀谷三丁目

南蒲田一丁目

南蒲田二丁目

南蒲田三丁目

梅屋敷駅

京急蒲田駅

地区防災道路
（幅員6ｍ以上）

地区防災道路
（幅員6ｍ未満）

不燃化特区区域

防災街区整備地区計画

都市防災不燃化促進事業(完了)

市街地再開発事業(完了)
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※除却工事のスケジュール上、建築確認済証の提出が間に合わないときは、先に「老朽建築物除却助成」で除却費分の助成を

実施し、後に「戸建て等建替え促進助成」で建築設計・監理費分の助成を実施できる場合があります。お早めにご相談ください。
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